
指定ごみ袋制度の導入と
分別収集の見直し

　本市では、指定ごみ袋の導入と分別収集の徹底を通じて、ごみ排出量の削減と
資源の循環を高め、持続可能なごみ処理体制を構築します。最終的には、市民生活の
利便性と環境責任の両立を図り、ゼロカーボンシティの実現を目指します。
　本冊子は、本市の今後の取り組みについて、地区説明会を開催しご説明した内容を
まとめたものです。
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指定ごみ袋制度導入の目的

燃えるごみの
減量化

資源物の
分別促進

ごみ収集の
効率化

市外ごみの
混入防止

指 定 ご み 袋

　ごみを排出する際に、 市が指定するごみ袋 を市民の皆様にご使用い
ただく制度です。ごみ排出量の削減と資源物への分別を促し、ごみ減量化・資源化
を推進するものです。
　なお、今回導入する指定ごみ袋は、袋の価格にごみ処理手数料を上乗せする
「ごみの有料化」ではありません。

 令和９年
４月１日から

※令和９年２月１日から従来の透明・半透明の
　袋も使用できる移行期間を経て、完全実施
　予定です。

家庭から排出される

です。
※その他のごみ・資源物は対象外

燃
・・・・・
えるごみ

令和９年４月から燃えるごみの

指定ごみ袋制度が始まります

指定ごみ袋の対象 制度の開始時期

指定ごみ袋制度とは
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❶本市が指定する仕様を満たした袋の
　製造や配送ができる業者を決定します。

❷日用品雑貨を販売している店舗から、
　指定ごみ袋の取扱店舗を募集します。

規　格 希望販売価格（見込み）

20ℓ（小） 約150円／10枚入

45ℓ（大） 約200円／10枚入

令和８年５月～ 製造業者決定・製造開始

　　　　８月～ 販売店説明会・店舗募集開始

令和９年２月～ 販売・移行期間開始

　　　　４月～ 指定ごみ袋制度完全実施

※希望販売価格は、令和８年度に製造業者を決定した後、詳細を確定します。

指定ごみ袋の規格・価格

指定ごみ袋制度の導入スケジュール

製造・流通・販売方法

「ごみの有料化」は、
今後のごみ減量等の状況を見極めながら検討を進めていく予定です。

ごみの有料化について
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◎地区格差を無くします。
◎毎日のごみ収集量の平準化を図ります。

燃えるごみ

令和８年４月から

全地区を
週２回収集に統一します！

地区名 収集頻度
大目、荻野

週
２
回

甲東（荻野除く）、大鶴（小倉除く）、
仲山・大椚、大向

棡原、西原、先祖・丸畑・奈須部
秋山

巌（仲山・大椚除く）、コモアしおつ

週
３
回

島田（篠久保除く）
諏訪、塚場、新町、篠久保
本町、原、新田倉（大向除く）
田町、羽佐間、小沢、西シ原、
新井、八米、山風呂、向風、小倉

収集頻度

週
２
回

リサイクルできる

紙　類

プラスチック
容器包装

新

生ごみ

布　団

木・枝・板切れ

汚れ・破れた
古　着

ゴム・皮革類

リサイクルできない
紙くず

リサイクルできる
雑がみ

プラ製ボトル・
発砲スチロール

週２回　収集
月・木曜日 または 火・金曜日 または 水・土曜日

『混ぜればごみ、分ければ資源　プラスワンアクション』

ペットボトル

ペットボトル

ファイバー
リサイクル

きれいな
古　着

現在 見直し後
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カン類・ビン類

◎5週目の収集を止め、毎月の収集品目を固定します。

カン類 ビン類

当　月
１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目

カン類 ビン類 カン類 ビン類 カン類

翌　月
１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ー

カン類 ビン類 カン類 ビン類 ー

翌々月
１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目

カン類 ビン類 カン類 ビン類 カン類

令和８年４月から

月２回収集とします！

月２回　収集

缶詰・飲料缶

その他金属

スプレー缶

空きビン

ライター

電球・蛍光灯

鍋・やかん・
フライパン

板・破損ガラス

乾電池
せともの

見直し後

または第１・３ □曜日 カン類
第２・４ □曜日 ビン類

第１・３ △曜日 ビン類
第２・４ △曜日 カン類
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資 源 物

◎ペットボトルは収集日回収に一本化します。
◎ペットボトル拠点回収は廃止します。

ペットボトル回収ボックス
地区名 設置場所 地区名 設置場所
大　目 大目出張所・犬目公民館 上野原 市役所・ふじみ・オギノ
甲　東 甲東出張所 棡　原 ふるさと長寿館
大　鶴 大鶴出張所・吾妻神社 西　原 西原出張所

巌 公正屋・クレイン・
巌出張所 秋　山 秋山支所・給食センター・

旧桜井小

島　田 クレイン・いちやまマート・
上新田防災倉庫

紙 類

ペットボトル

白色トレイ

容器包装プラ

月２回　収集

拠点回収ボックス

リサイクルできない

雑がみ

スーパーなど、一部の拠点回収は
継続します！！

新たな資源物の
拠点回収を始めます！

令和８年４月から
ペットボトルは収集日回収に一本化！

拠点回収は廃止します！

新　聞

段ボール

雑誌・本

紙パック

現在

ペットボトル回収ボックス
地区名 設置場所
巌 公正屋

島　田 いちやまマート
上野原 市役所・ふじみ・オギノ
秋　山 秋山支所

見直し後

アイスのカップ

封筒・ハガキ 紙　袋

コピー用紙

菓子箱 包装紙

写　真

紙おむつ

燃えるごみ

パック
有色トレイ

第１・３ □曜日 紙類
第２・４ □曜日 ペットボトル

第１・３ △曜日 ペットボトル
第２・４ △曜日 紙類

または

※白色トレイと容器包装プラは分別する
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プラスチック製容器包装

××× 注 意 ! ×××

プラスチック製容器包装とは

出
し
方

「容器」とは商品を入れるもの（袋を含む）、「包装」とは商品を包む
もので、「プラスチック製容器包装」とは、その中身（商品）を
出したり、使い切った後、不要となるプラスチック製の容器や包装のこと。

地区名 回収ボックス設置場所 地区名 回収ボックス設置場所
大　目 大目出張所・犬目公民館 上野原 市役所・総合福祉センターふじみ
甲　東 甲東出張所 棡　原 ふるさと長寿館
大　鶴 大鶴出張所・吾妻神社 西　原 西原出張所
巌 巌出張所・ＪＡクレイン巌支店 秋　山 秋山支所・給食センター・旧桜井小学校

島　田 ＪＡクレイン島田支店・上新田防災倉庫

全てのプラスチックごみを回収するものではありません。
　「プラスチック製品」は 対象外 です。
※ハンガー、洗面器、CD、おもちゃ、歯ブラシ、ボールペン、スプーン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

ボトルなどは中身を使い切り、中を洗う。※汚れのひどいものは燃えるごみ。
油や食べかすは取り除き、水ですすいできれいにする。
シールなどの異物は取り除く。
透明・半透明のごみ袋にまとめる。
拠点回収ボックスへ。

令和８年４月から

拠点回収を始めます！

パック・ケース

トレイ

ボトル

チューブ・キャップ

カップ

袋

プラスチック製容器包装には、
識別マークがつけられています。

識別マーク

×ハンガー

×洗面器

×CD

×スプーン
×フォーク

※ペットボトルや白色トレイは混ぜずに、今までどおり分別してください。
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粗 大 ご み

上野原市クリーンセンター（生活環境課 ごみ対策担当）  電話 0554-63-5353 または 0554-63-1273

◎自宅前まで収集に伺います。　◎全地区の収集日が週２回になります。
◎10kgあたり360円の他に収集運搬費がかかります。

※詳細は予約時にご案内します。

方　法 受付・収集日 料　金 備考

持　込 クリーンセンター
受付時間内

360円
（10kgあたり）

土曜午後・日曜・祝日
持込不可

収　集 毎週火・木曜日 360円（10kgあたり）＋
2,200円（収集運搬費）

事前予約制
祝日・年末年始 予約不可

収 集 日
月２回

第１、３水曜日（４地区）
または

第２、４水曜日（５地区）

受付件数 規定なし
概ね20件程度まで（１日につき）

点数制限 規定なし
多量の場合は持込みの案内

料　　金 410円（10kgあたり）

排出場所 原則集積所

○地区説明会資料の詳細は、
　市ホームページを
　ご確認ください。

○見直し後の収集日の詳細については、今後、市が配布する
　「令和８年度版　家庭ごみ・資源物収集予定表」を
　ご確認ください。※令和８年２月下旬～３月上旬配布予定

令和８年４月から
予約収集の運用方法を見直します！

地区説明会 予定表

こたつ・タンス 丸太・太い枝 炊飯器・
電子レンジ

ソファー・座椅子 石油ストーブ・
オイルヒーター 傘

ベッド・マットレス 掃除機・扇風機 ゲーム機

電気毛布 ブルーシート プラスチック
（バケツ・ビデオテープ）

現在

収 集 日 週２回
毎週火・木曜日（全地区）

受付件数 ５件まで（１日につき）

点数制限 10点まで（１件につき）

料　　金
360円（10kgあたり）

＋
2,200円（収集運搬費）

排出場所 原則自宅前

見直し後
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